
 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日  

株式会社  但馬銀行 

 

「たんぎんインターネットバンキングサービス利用規定」の 

改定について 

 

当行では、「電子帳簿保存法」の施行に伴い、下記のとおり「たんぎんインター

ネットバンキングサービス利用規定」を改定いたします。 

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用させ

ていただきます。 

 

記 

 

一、改定日 

  令和６年４月１日（月） 

 

二、改定内容 

 １．「たんぎんインターネットバンキングサービス」の利用対象者を個人のお客

さまに限らせていただきます。 

   ※個人事業主等の方で事業用口座を利用される場合は、「たんぎんインター

ネットＦＢサービス」をご利用いただきますようお願いいたします。 

 ２．「住宅ローン一部繰上返済サービス」にかかる規定を追加しております。 

   新旧対照表 

   ※改定箇所は、こちらからご確認いただけます。 

以  上  

 

＜お問い合わせは＞ 

０１２０－１６４－２３０（フリーダイヤル） 

受付時間／９：００～１７：００ 

（ただし、銀行休業日を除く） 

https://www.tajimabank.co.jp/pdf/IB_kaitei_202402.pdf

